
令和 6年度商店街活性化支援事業について

【令和6年度実施事業一覧】

※ 各事業の概要や応募方法については、次頁をご覧ください。

【お間い合わせ先】

愛媛県経済労l動部産業支援局経営支援課 商業・商工団体 G
〒790-8570 愛媛県松山市一番町4丁目4-2
TEL 089-912-2464
FAX 089-912-2479
e―man keieishien◎ pref.ehirYle.Ig.ip

1

事 業 名
実施

方法
対  象 助 成 額 等

商店街渚性化支援制度等

のメール配信
メール配信

希望する団体・

個人

各種助成事業、イベント情報等

を随時配信

住民提案型商店街支援

事業
委託

商店街外部の人材

グループ
1団体当たり30万円以内



―新/_″な駁瘤み
`こ

船 ナ石河磨宵をサポ生卜ι声ナ～

国 (経済産業省、中小企業庁等)や (株)全国商店街支援センター等による助成事業や各種セ

ミナー・説明会等の情報を随時メール配信しています。

メール配信を希望される場合は、経営支援課までご連絡ください。

《メールマガジンの配信≫

～離 衡外戸与『のス物 旭 琢 翻 嘲 ワ組む商店衝の資源を活用 ιた事業を覧″ι声ナ～

≪住民提案型商店街支援事業≫

(司 )事業実施主体

商店街外部の人材を含む3人以上のグループや団体

(2)対象事業

次の要件を全て満たす事業

①商店街外部の人材 (地功住民等)が中!と`」ヽとなって取り組む事業

②商店街の資源 (空き店舗、路上空間等)を活用して実施する地域課題や地域住民の要望に

対応するための事業

③商店街と地頭住民の協l動関係の構築につながる事業

④翌年度以降も継続して実施可能もしくは継続的な効果が見込まれる事業

≪例≫

空き店舗を活用した交流サロンやフリースペース (高齢者、子育て世代、若者、学生、

趣味のサークル等)の運営、路上空間を活用した青空市 (地域の特産物や地頭住民の手作

りの品の販売)の開催、買い物弱者支援のための出張販売や買い物代行サービスの仕組み

の構築等

(3)事業実施方法 :県から応募団体への委託

(4)委 託 料 :30万円 (1団体当たりの上限)

(5)委 託 数 :2団体程度

(6)応募方法

事業実施を希望する団体は、応募書を経営支援課に提出してください。

(ただし、ラ算の上限に達した場合は募集を締め切ります。)

(7)留意事項

・商店街内部 (商店主等)の人材のみで構成されるグループは対象外です。

(メ ンバーに商店街関係者が含まれる団体は応募可能です。)

・県が設置する審査会において
~番

査の上、採択の可否を決定します。
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